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山下 雄次（四谷）
法人成りにより青色事業専従者が
みなし役員と認定された場合の課
税関係

事例1
青色申告を行っている個人事業者であ
る甲は、妻である乙を青色事業専従者と

して事業を営んでいる。甲は営業活動のみを行い、
乙は資金繰りや使用人の採用などを含めたバックオ
フィス全般を行うことで役割分担が明確となってい
る。甲の事業が好調であったことから法人成りし
て、株式会社（以下、Ａ社という）として事業活動
を行う計画がある。Ａ社の株主は甲のみで、役員も
甲のみの予定である。甲は、乙が役員になると賞与
の支給が自由ではないので、これまでとおりに賞与
を支給するために、使用人としてＡ社の業務に従事
して欲しいと考えている。乙が使用人として賞与の
支給を受けることに問題はないだろうか。

回答1
甲はＡ社の100％株主であることか
ら、その配偶者である乙はみなし役員の

要件のひとつである特定株主に該当する。特定株主
である乙が、Ａ社の「経営に従事している」と認め
られる場合には、乙はみなし役員に該当することか
ら、法人税法上の役員となる。同族会社であるＡ社
が、みなし役員である乙へ支給する賞与を損金算入
するためには、事前確定届出給与の要件を満たす必
要がある。
一方で、乙がＡ社の「経営に従事している」と認
められない状況であれば、使用人として賞与を支給
することが可能となる。

検討1
1．みなし役員の位置付け
法人税法上の役員は、一般的な認識よ

りも幅広い範囲となっており、①設立根拠法上の役
員となるものと②法人税法上のみなし役員に分けら
れる（法法2①十五）。みなし役員は、法人の設立
根拠法上において、役員等として定められていない
としても、法人税法の規定（法法2①十五、法令7）
に当てはまるときには、みなし役員として役員の範
囲に含める必要がある。
本問に当てはめると、乙がみなし役員に該当する
場合には、設立根拠法上の役員（本問では代表取締
役として登記する甲）と同じ法人税法上の役員とさ
れることから、役員として法人税法上の制約を受け
ることになる。
みなし役員には、次の2つのパターンがある。
① 通常のみなし役員
法人の使用人（職制上使用人としての地位の
みを有する者に限る。）以外の者で、その法人
の経営に従事しているもの（法令7①一）
② 同族会社のみなし役員
同族会社の使用人のうち、持株割合等が一定
の基準を満たす特定株主に該当する者で、その
会社の経営に従事しているもの（法令7①二）

2．同族会社のみなし役員に係る特定株主の判定
同族会社の使用人のうちで、50％超基準、10％超
基準、5％超基準のすべての要件を満たす場合に
は、みなし役員の要件である特定株主に該当するこ
とになる（法令7①二、法令71①五イ～ハ）。この
判定における50％超基準と10％超基準は、株主グル
ープの所有割合で判定する。一方で、5％超基準は
使用人（その配偶者及びこれらの者の所有割合が50
％超である他の会社を含む）の所有割合で判定する
ことになる。
本問に当てはめると、判定対象である使用人の乙
自身は株主ではないが、配偶者である甲が100％株
主であることから、乙は特定株主に該当することに
なる。
3．「法人の経営に従事している」
「法人の経営に従事している」とは、法人の主要
な業務執行の意思決定に参画することをいう。一般
的に下記のような業務の意思決定に参画している

と、法人の経営に従事していると認定される可能性
がある。
本問に当てはめると、バックオフィス全般の業務
を乙が自らの判断で決定し、遂行していた場合に
は、法人の経営に従事していると認定される可能性
がある。一方で、乙が甲の指示に従って業務を遂行
しているのであれば、法人の経営に従事していると
認定されるリスクは軽減される。

① 商品、材料等の仕入数量、仕入価格などの決定
② 売上商品の価格決定、発注、受注業務の決定
③ 資金調達、融資等の重要な資金計画の決定
④ 使用人の雇い入れ、異動、退職等の決定
⑤ 使用人に対する給与、賞与などの金額の決定

4．みなし役員への事前確定届出給与
同族会社がみなし役員に賞与を支給するのであれ
ば、事前確定届出給与の要件を満たさないと損金算
入することができない（法法34）。
事前確定届出給与は、原則として事前確定届出給
与に関する届出書を株主総会等において賞与の支給
を決議した日（同日が職務執行開始日後である場合
にはその開始日）から1月を経過する日（会計期間
開始の日から4月経過日等を限度）までに税務署長
に提出することが要件となっている（法令69④）。
なお、新設法人がその役員のその設立の時に開始
する職務につき賞与の支給を決議した場合には、そ
の設立の日以後2月を経過する日が提出期限とな
る。
みなし役員は、会社法上の役員ではないために、
職務執行の対価を株主総会等において決議すること
は求められない。したがって、みなし役員について
は、職務執行の対価を決議する機関が明らかではな
いことから、代表取締役の決定をもって株主総会等
の決議に代えることができると解されている。届出
書の提出期限については、他の役員に準じて株主総
会等の日から1月を経過する日（事業年度開始の日
から4月経過日等を限度）までと考えられる。
この点については、職務執行期間が定められてい
ないので適用がないという見解も見受けられる。し
かし、決定書、届出書において支給する給与の職務
執行期間を株主総会日から次の株主総会日までと定
めれば済む問題であり、届出書を提出すれば適用が
あると考えられる。
5．特殊関係使用人との関係
みなし役員の判定は、「経営に従事している」か
否かの事実認定によって左右される。乙の業務内容
が「経営に従事している」と認定される可能性がな
いのであれば、使用人として取り扱うことで問題な
い。しかし、乙は、役員と特殊の関係のある使用人
であるので、支給する給与の額のうち不相当に高額
な部分の金額は損金不算入となるので、支給総額の
多寡には注意が必要となる（法法36）。

非上場会社における業績に連動す
る役員退職給与の損金不算入

事例2
非上場会社である当社では、これまで
役員退職給与の支給額は、100％保有の

株主である代表取締役が決定していた。新たに取締
役に就任した者から、退任する者の業績への貢献度
合いに応じて役員退職給与の支給額が変動する規程
を定めて、透明性のある運用をすべきとの提案があ
った。代表取締役の賛同も得たので、業績に連動す
る役員退職給与規程の導入に向けて、業績をどのよ
うに指数化して役員退職給与に反映すべきか検討し
ている。法人税法上、どのようなことに留意すべき
だろうか。

回答2
平成29年度税制改正において、役員退
職給与で業績連動給与に該当するもの

は、法人税法34条1項3号の業績連動給与としての
損金算入要件を満たさない場合には、損金不算入と

された。利益の状況を示す指標等を基礎として退職
給与の支給額を算定すると業績連動給与に該当する
ことになる。非上場会社では、業績連動給与の損金
算入要件を満たすことができないので、新たに制定
される役員退職金規程に基づいて支給される役員退
職給与が業績連動給与に該当しないように算定方法
の見直しを検討すべきである。

検討2
1．平成29年度税制改正の趣旨
改正前の取り扱いでは、役員に対する

退職給与については、業績に連動した指標を基礎と
して支給されたとしても、業績連動給与としての要
件を満たすことなく損金算入が認められていた。一
方で、退職給与に該当しない役員給与が、業績に連
動した指標を基礎として支給された場合には、業績
連動給与としての要件を満たさないと損金算入が認
められなかった。このように退職給与に該当するか
否かで損金算入要件が大きく異なるのは制度として
不整合であるため、業績に連動した指標を基礎とし
て支給された給与については、退職給与に該当する
かを問わず、業績連動給与の損金算入要件を満たさ
ないものは損金不算入とされた（法法34①かっこ書
き）。
2．業績連動給与の定義と損金算入要件
金銭によって支給される業績連動給与は、利益の
状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標
その他のその法人又はその法人との間に支配関係が
ある法人の業績を示す指標を基礎として算定される
給与とされている（法法34⑤）。この場合に用いら
れる指標は、利益若しくは株式の市場価格に関する
もの又はこれらと同時に用いられる売上高に関する
ものに限られる（法基通9－2－17の2）。
退職給与を含む業績連動給与を損金の額に算入す
るための要件としては、その算定方法などが有価証
券報告書に記載するなどの方法により開示されてい
ることが求められている（法法34①三）。
本問に当てはめると、非上場会社では、株式市場
の状況を示す指標を基礎とすることができない。ま
た、利益の状況を示す指標等を基礎として退職給与
の支給額を算定すると業績連動給与に該当すること
になる。業績連動給与を損金算入するためには、そ
の算定方法等を有価証券報告書に記載することが求
められるので、非上場会社では損金算入することは
できない。
3．功績倍率法
功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給
与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した
期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法によ
り支給する金額が算定される方法である。この功績
倍率法は、役員退職給与の適正額を算定する際に、
最も使用頻度が高い算定方法であって、この方法に
基づいて支給する退職給与は、業績連動給与に該当
しないことが通達で明らかにされている（法基通9
－2－27の3）。しかし、法人が用いる功績倍率が
業績連動給与に該当することとなる利益の状況を示
す指標等を基礎として算定されるものである場合に
は、業績連動給与に該当するケースも考えられる。
役員退職給与が、業績連動給与と認定される場合
は、業績連動給与の損金算入要件を満たす必要があ
る（法法34①三、34⑤、法令69⑨～㉑、法基通9－
2－19）。

注）内容は、令和4年12月19日現在の法令等
に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決

支援の一環として掲載しています。文中の税
法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私
見（参考意見）ですので、実際の申告等税法
の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任
において行ってください。
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